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永田町一丁目遺跡の調査

永田町一丁目遺跡は、 千代田区の南端にあたる永田町一丁目に所在します。 周辺には国会議事堂・

首相官邸• 内閣府・文部科学省• 財務省・外務省などが建ち並び、 遺跡は霞が関官庁街の中心部に位

置しています。 今回の発掘調査は、 国士交通省による中央合同庁舎第8号館整備等事業に伴い、 平成

27年(2015)7月13日�g月15日にかけて実施されました。 調査地点は永田町一丁目遺跡の南

西部にあたり、 本遺跡の調査としては平成22• 23年(2010·2011)の調査に続く、 第2次調査と

なります。 今回の調査区は、 前回調査区の東側に隣接しています。

遺跡の位置と環境

遺跡は武蔵野台地の東端部、 下末吉面に比定される淀橋台の一部である麹町台地の南端斜面に立

地しています。 麹町台地の標高が約20�25 mであるのに対し、 斜面下部に相当する遺跡周辺での

標高は約11�12 mとなっています。 周辺の地形は、 河川の浸食による樹枝状の小さな谷が発達し、

複雑な地形を形成しています。 また、 遺跡の南側には溜池の谷筋が広がっており、 本遺跡は溜池から

北へ向かって伸びる小さな谷に接しています。 溜池は戦国時代末期から江戸時代初頭に、 旧来の谷を

利用して造られた人造池と考えられており、 江戸時代初頭には上水道の水源でもありましたが、 寛永

13年(1636)の江戸城の整備に伴い、 外堀の一部となりました。

図版1 遺跡の位置と周辺の旧地形 森印：調査地点

（参謀本部陸軍部測量局「五千分ー東京図測量原図」 国土地理院所蔵）
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江戸時代の永田町一丁目遺跡周辺は「麗篇竹蔚紐麗」と呼ばれた 旗本の屋敷地であり、寛永19 �

20年(1642 �1643)頃の 「寛永 江戸全図」では当地に「川窪越前」の名があり、旗本 川窪家の屋

敷であったことが分かります。 その後 、 明暦3年(1657)の 「明暦の 大火」前後の 江戸の様子を描

いた「新添江戸之図」「江戸 大絵図」では「保科主斗」「保科主水」の名が見 られ、この頃には旗本 保

科家の屋敷へと替わ っています。以後は、保科家の屋敷として幕末まで続いています。 旗本 保科家は

上総国飯野藩保科家の分家であり、石高は2,000石（後に2,500石）、当地の屋敷地の面 積は1,600

坪とされています。

明治維新になると屋敷地は新政府に上地されたものと思われ、明治6年(1873)の泊券図では、

当地は伯爵佐野常民（日本赤十字社の創設者） の屋敷地となっています。さ らに 、大正元年(1912)

の地籍地図では、佐野家の敷地は商業地・宅地へと変貌しており、戦後は霞が関の官庁街となり現在

に至っています。

検出された遺構と遺物

今回の調査対象範囲はオイルタンク設置工事範囲の149.2rrlであり、旗本屋敷地内の南東端にあた

ると想定されます。調査では近世～近代にかけての遺構が発見され、池跡 l基•石組溝 l 条・瓦溜 l基・

木組遺構l基・胞衣皿埋納遺構3基• 徳利埋納遺構l基・埋桶3基・士坑16基・礎石38基・基礎9基・

ピット13基 の合計87基 を確認しました。これらの遺構は3 つの遺構確認面から検出されましたが 、

それぞれの年代は第1面が18世紀後葉�19世紀中葉と 近代 、第2面が17世紀後葉�18世紀前葉 、

第3面が17世紀前葉～中葉に属すると考えられ

ます。これを先ほどの屋敷地の変遷と比較すると 、

第1面は保科家屋敷から 佐野伯爵邸 、第2面は保

科家屋敷 、第3面は川窪家屋敷の時期に 、それぞ

れ相当すると考えられます。

池跡(168号遺構：第l面）は、明治42年(1909)

の1万分1地形図にも描かれた 、佐野伯爵邸に伴

う近代のものであり、西隣の前回調査区でも確認

されています。底面の墜際には木杭が密に打ち込

まれているのが確認され、護岸施設と考えられま

す。

石組溝(169号遺構： 第1面）は調査区の南東

隅に位圏しており、保科家と隣家との屋敷境の排

水溝と考えられます。石組は2段で構成され、下

段は間知石（四角錐状の石）、上段は板石 を使用し

ており、積み咆されている可能性も考えられます。

胞衣皿埋納遺構 (193号・198号・199号遺構：

第1面）と徳利埋納遺構(200号遺構：第l面）は、

調査区の北西部から まと ま って見つかりました。 168号遺構（池跡：第1面）
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胞衣皿は出産の後産

を納めるもので、 こ

れを土中に埋めるの

は子供の健やかな成

長を願うための風習

です。 そして、 合わ

せて徳利を埋めるの

は、 母乳の出が良く

なるようにとの願い

が込められている、

といわれています。

193号遺構（写真3)

は掘り込みの上面に
写真2 169号遺構

桟瓦が置かれ、 覆土 （石組溝：第1面）

中からは鉄釘が出土

したことから、 木箱に収められていたものと思わ

れます。 また、 胞衣皿上皿の底面外面は、 墨と思

われる黒色の塗布が施されていました。

写真4 193号遺構（右）・198号遺構（左）
出土胞衣皿

遺物では、 近世～近代の磁器· 陶器• 土器・土製品・瓦• 木製品・銭貨• 金属製品・石製品・硝子

製品が出土したほか、 古墳時代前期の上器も見つかっています。

235号遺構（第2面）はゴミを処分した土坑と考えられますが、 多くの陶磁器・土器などに加え、
やしゅう やな

漆椀• 曲物・荷札• 木簡・箸状木製品といった木製品もまとまって出土し、 木簡には「野弱（州）梁
だぐんあらはぎむら

（簗）田郡荒萩村」（現在の栃木県足利市）の記載が確認されました（第30図18)。 この木簡は届け
しもつけのくに

られた荷物に付けられていた荷札と考えられますが、 栃木県（下野国）には天和2年(1682) �元

禄9年(1696) にかけて、 保科家の知行地がありました。 235号遺構出土の陶磁器土器の年代は17

世紀後葉�18世紀中葉であることから、 この木簡は荒萩村が保科家の知行地であったことを示す可

能性が高いと考えられます。 このほか、 253号遺構（土坑：第3面）からも漆椀が出土しています。

写真5 231号遺構（土坑：第2面） 出土遺物 写真6 235号遺構（土坑：第2面） 出土遺物
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I 発掘調査の概要

I 発掘調査の概要

1 調査に至る経緯

中央合同庁舎第8号館（以下、 8号館と略称）は平成26 年(2014)3月、 内閣府の入居官署で

ある内閣官房・内閣府の業務量増加に伴う庁舎の狭陰化の解消と機能集約を図るとともに、 危機管

理などの緊急事態や高度情報化への対応等を目的として、 P F I手法により内閣府庁舎敷地の南側

に整備された。 整備事業に先立つ平成22• 23年(2010 ·2011)には、 当該地は「永田町一丁目遺

跡」として埋蔵文化財発掘調査が実施され、 調査を財団法人（現：公益財団法人）東京都スポー ツ文

化事業団東京都埋蔵文化財センター（以下、 埋文センターと略称）が担当した（松井・渋谷・後藤

2011)。

8号館新庁舎東側の敷地は、 現在も引き続き整備事業が進められており、 平成27年(2015)に

はオイルタンク設置工事が行われることとなった。 この取り扱いについて、 国土交通省・東京都教育

委員会（以下、 都教委と略称）•千代田区教育委員会（以下、 区教委と略称）による協議が行われ、

平成27年5月11日には工事範囲の試掘調査が、 区教委によって実施された。 調査の結果、 江戸時

代の遺構・遺物を伴う生活面が確認され、 区教委からは本調査の実施が必要である旨が報告された。

これを受け、 国土交通省 •都教委・区教委による調査実施に関する協議の結果、 発掘調査は埋文セン

タ ーが担当することとなった。

これに基づき平成27年7月6日には、国土交通省と事業契約を結んでいる8号館P F I株式会社、

調査業務を委託された清水建設株式会社、 都教委、 区教委、（公財）東京都スポー ツ文化事業団（以

下、 財団と略称）の5者により、 埋蔵文化財発掘調査に関する協定書が締結された。 さらに清水建設

株式会社と財団は、 同日付で調査監理委託契約を締結した。 発掘届は平成27年6 月26日付で、 埋

文センター所長より東京都教育委員会教育長に提出され(27ス文事埋文第2144号）、 平成27年7

月10日付で教育長からの発掘調査の通知を得た(27教地管埋第294号の2 )。 （大西）

2 調査の目的と方法

今回の調査は、 中央合同庁舎第8号館整備等事業に伴う事前調査として実施され、 調査対象面積は

オイルタンク設置工事範囲の149.2rrlである 。 本調査の目的は、 同事業地内の埋蔵文化財の記録保存

であり、 発掘・整理作業を通じて遺構・遺物の質的および量的実態を把握・記録することを主眼とし

た。 なお、 調査は現地表面より  3.5mまでを本調査の範囲としているが、 オイルタンク設置工事は 

-6.0m付近まで掘削を行う計画であった。 このため、  3.5m以下の部分の取扱いについては協定 

締結5者の協議により、 遺構・遺物の有無と溜池の堆積状況の確認を目的に、 工事中の立会調査で対 

応することとなり、 埋文センターが引き続き担当することとなった。

調査地は千代田区永田町一丁目4番8· 9号に所在し、 永田町一丁目遺跡の南端部に位置する（第

l図）。 平成22·23年には本調査区の西隣部分613rrlが調査されており、 17世紀後葉�18世紀前

葉と18世紀後葉�19世紀中葉の2時期に亘る、 近世の生活面が確認された。 また、 文献史料の調
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発掘調査の概要
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